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☆独占禁止法に抵触するとして特許権行使が
権利の濫用に当たるとされた事例 ………… ⑴

１　はじめに
　本判決１は、特許権侵害訴訟において、再生品で
あるトナーカートリッジ製品に取り付けられた被告
電子部品について発明の技術的範囲に属すると認定
したが、原告（リコー）が原告製のトナーカートリッ
ジ製品の電子部品の書き換えを制限していたこと等
から、原告の一連の行為について独占禁止法と抵触
する等と認定し、原告の特許権行使（差止請求及び

損害賠償請求）を権利の濫用として、請求を棄却した。
　本判決は、特許権の行使と独占禁止法の関係につ
いての判断を示す事例となる。

２　判決の概要
2.1　事案の概要

名称を「情報記憶装置、着脱可能装置、現像剤
容器、及び、画像形成装置」とする特許権を有す
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